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地域の歴史

市制70周年を迎えた中津川市

豊かな自然・産業を未来へつなげる

　
岐
阜
県
の
東
南
端
に
位
置
し
、
東
は
木
曽
山
脈
、
南

は
三
河
高
原
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
中
津
川
市
。

　
恵
那
山
系
を
そ
の
源
と
す
る
落
合
川
、
中
津
川
、
坂

本
川
、
阿
木
川
を
は
じ
め
、
裏
木
曽
か
ら
南
下
す
る
付

知
川
な
ど
の
清
流
は
、
市
内
中
央
を
東
西
に
流
れ
る
木

曽
川
に
注
い
で
い
ま
す
。

　
古
く
は
東と

う

山さ

ん

道ど

う

、
中な

か

山せ

ん

道ど

う

、
飛
騨
街
道
な
ど
が
通
る

交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
土
地
で
も
あ
り
、
街
道
沿

い
に
は
今
も
情
緒
あ
ふ
れ
る
家
並
み
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
今
年
の
四
月
で
市
政
七
〇
周
年
を
迎
え
、
「
つ
な
げ

る
〜
七
〇
周
年
、
そ
し
て
未
来
へ
〜
」
を
テ
ー
マ
に
、

中
津
川
市
の
自
然
や
産
業
、
人
な
ど
の
魅
力
を
未
来
に

つ
な
げ
る
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
．
中
津
川
市
誕
生
の
歴
史

中
津
川
市
の
中
心
部
は
、
か
つ
て
中
山
道
の
宿
場
町

と
し
て
発
達
し
て
き
た
中
津
地
区
。
明
治
二
（
一
八
六

九
）
年
に
笠
松
県
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
岐
阜

県
と
な
り
、
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
に
中
津
村
が

手
賀
野
村
・
駒
場
村
と
合
併
し
て
中
津
町
が
誕
生
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
、
中
津

町
は
苗
木
町
と
合
併
し
て
中
津
川
町
と
な
り
、
同
二
十

七
（
一
九
五
二
）
年
四
月
一
日
に
市
政
を
施
行
、
岐
阜

県
で
第
六
番
目
の
市
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
に
、
恵
那
郡

北
部
六
町
村
（
坂
下
町
、
川
上
村
、
加
子
母
村
、
付
知

町
、
福
岡
町
、
蛭
川
村
）
お
よ
び
長
野
県
木
曽
郡
山
口

村
と
合
併
し
、
現
在
の
中
津
川
市
の
区
域
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
歴
史
は
、
市
章
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
表
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
中
つ
川
」
の
三
文
字
を
円
形
に
図
案

化
し
た
も
の
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
お
り
、
近
村
合
併

で
市
域
が
和
の
よ
う
に
広
が
り
、
さ
ら
に
団
結
の
和
を

し
め
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
市
政
が
一
段
と
躍
進
を
見
る

こ
と
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
中
津
川
」
と
い
う
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
部
落
の
真
ん
中
を
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
「
中
津
川
」
と
付
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
「
津
」

は
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
神
の
分
類
で
あ
る
天
津
神
・

国
津
神
の
よ
う
に
、
昔
の
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
奈

良
時
代
に
好
字
二
字
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
書

物
な
ど
に
は
「
中
津
川
」
で
は
な
く
、
「
中
川
」
と
書
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東白川村

白川町
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い
た
と
さ
れ
、
平
安
時
代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜

式
』
と
い
う
本
に
は
「
中
川
神
社
」
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
中
津
川
も
中
川
も
、
と
も
に
読
み
方
は
「
な

か
つ
が
わ
」
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
て
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
中
津
川
市
は
、
令
和

四
（
二
〇
二
二
）
年
に
市
政
七
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

「
つ
な
げ
る
〜
七
〇
周
年
、
そ
し
て
未
来
へ
〜
」
を
テ
ー

マ
に
、
こ
れ
ま
で
育
ま
れ
て
き
た
自
然
、
街
道
文
化
、

森
林
文
化
な
ど
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
取
り
組
み
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。

市
制
七
〇
周
年
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を

作
成
し
た
の
は
、
中
津
川
市
で
活
動
中
の
絵
本
作
家 

村

上
康
成
さ
ん
（
中
津
川
市
出
身
）
。
中
津
川
を
象
徴
す

る
も
の
と
し
て
ア
マ
ゴ
と
カ
ワ
セ
ミ
を
デ
ザ
イ
ン
し
、

豊
か
な
自
然
と
多
く
の
人
々
が
交
流
す
る
拠
点
で
あ
る

市
の
魅
力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

二
．「
み
ち
」
に
よ
っ
て
発
展

　
　
し
た
産
業
　
時
代
と
と
も
に

　
　
変
化
し
、
近
代
化
へ

中
津
川
市
は
、
道
に
よ
っ
て
発
達
し
て
き
た
ま
ち
で

す
。
古
く
は
東
山
道
、
江
戸
時
代
に
は
中
山
道
が
こ
の

地
域
を
横
断
し
、
人
々
の
往
来
が
盛
ん
な
街
道
沿
い
で

は
商
業
の
発
展
と
と
も
に
豊
か
な
文
化
が
育
ま
れ
て
き

ま
し
た
。
特
に
中
山
道
の
宿
場
町
、
中
津
川
宿
は
規
模

が
大
き
く
、
ま
た
、
旧
苗
木
町
は
、
室
町
時
代
期
以
来

の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
場
所
で
す
。

一
方
、
坂
本
・
阿
木
・
神
坂
は
、
農
業
や
林
業
を
主

体
と
し
て
成
長
し
て
き
ま
し
た
。
明
治
三
十
五
（
一
九

〇
二
）
年
に
国
鉄
中
央
線
の
名
古
屋
〜
中
津
川
間
、
同

四
四
年
に
全
線
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
古
屋
と

木
曽
谷
と
の
交
通
が
深
ま
り
、
地
場
産
業
は
ま
す
ま
す

盛
ん
に
な
り
ま
す
。
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
に

は
中
津
川
の
水
と
恵
那
山
系
の
森
林
資
源
を
活
用
し
、

中
央
製
紙
工
場
が
尾
鳩
に
で
き
ま
し
た
。
中
央
製
紙
は

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
木
曾
興
業
と
合
併
。
そ
の

後
も
合
併
・
社
名
変
更
を
重
ね
王
子
製
紙
に
継
承
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
北

恵
那
鉄
道
が
開
通
し
、
恵
北
地
域
と
の
経
済
交
通
も
活

発
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
に
入
る
と
一
気
に
工
業
都
市
へ
。
昭
和
十
四
（
一

九
三
九
）
年
に
は
地
場
生
糸
業
と
協
調
し
た
形
で
、
オ
ー

ミ
ケ
ン
シ
株
式
会
社
中
津
川
工
場
が
中
心
市
街
地
に
て
創

業
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
、
三

菱
電
機
株
式
会
社
中
津
川
製
作
所
が
戦
時
中
の
疎
開
工
場

と
し
て
操
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
終
戦
後
は
そ
の
ま
ま
民

生
電
機
工
業
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
機
に
、
金
属
機
械

加
工
を
主
体
と
し
た
工
場
が
数
多
く
で
き
、
製
造
業
の
ま

ち
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
五
十
（
一
九
七

五
）
年
に
開
通
し
た
中
央
自
動
車
道
は
、
流
通
面
な
ど
で

近
畿
圏
と
の
関
連
を
強
く
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

令
和
と
な
っ
た
現
在
も
、
中
津
川
市
茄
子
川
に
あ
る

「
中
核
工
業
団
地
」
を
は
じ
め
、
各
地
に
多
く
の
企
業
が

立
地
し
、
そ
れ
ら
は
中
津
川
市
の
雇
用
と
産
業
を
支
え
る

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
近
年
は
ロ
ボ
ッ
ト
やIC

T

（
情
報
通
信
技
術
）

を
活
用
し
た
ス
マ
ー
ト
農
業
な
ど
、
農
業
に
お
い
て
も

デ
ジ
タ
ル
化
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
新
た
な
産
業
都
市
に
向
け
た
取
り
組
み
を
加
速
さ
せ

て
い
ま
す
。

三
．
川
上
地
区
に
伝
わ
る

　
　
人
形
浄
瑠
璃
「
恵
那
文
楽
」

街
道
の
往
来
に
も
た
ら
さ
れ
た
文
化
に
、
人
形
浄
瑠

璃
や
歌
舞
伎
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
川
上
（
か
お

れ
）
地
区
に
伝
わ
る
「
恵
那
文
楽
」
で
す
。
川
上
に
は

一
〇
〇
〇
有
余
年
の
歴
史
を
持
つ
、
式
内
恵
那
神
社
が

鎮
座
し
ま
す
。
戸
数
八
十
戸
に
満
た
な
い
集
落
で
す
が
、

こ
こ
に
三
〇
〇
年
余
り
の
歴
史
を
持
つ
文
楽
が
今
も
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

恵
那
文
楽
の
起
こ
り
は
元げ

ん

禄ろ
く

年
間
（
一
六
八
八
〜
一

七
〇
三
）
の
初
期
（
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
と
も
伝

わ
る
）、
淡
路
の
く
ぐ
つ
師
（
人
形
遣
い
）
が
美
濃
の

国
に
巡
業
し
た
際
に
川
上
地
区
の
人
々
に
伝
授
し
た
の

が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
宝ほ

う

暦れ
き

年
間
（
一
七
五

一
〜
一
七
六
四
）
か
ら
天て

ん

明め
い

年
間
（
一
七
八
九
〜
一
八

〇
一
）
に
は
、
人
形
の
三
人
遣
い
の
確
立
を
は
じ
め
、

三
味
線
、
浄
瑠
璃
の
習
得
な
ど
に
熱
心
に
取
り
組
み
、

天
明
年
間
に
は
三さ

ん

番ば

叟そ
う

を
入
手
す
る
な
ど
充
実
し
た
時

期
を
迎
え
ま
し
た
。

明
治
に
入
る
と
歌
舞
伎
の
人
気
に
押
さ
れ
、
加
え
て

非
芸
人
の
芸
事
禁
止
令
の
お
ふ
れ
が
出
た
こ
と
か
ら
、

人
形
の
影
は
薄
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
寿
座
に
保
管
し

て
あ
る
人
形
の
夜
泣
き
話
ま
で
出
る
よ
う
に
な
り
、
大

阪
よ
り
達
人
（
坂
東
蓑み

の

助す
け

と
も
い
わ
れ
る
）
を
招
き
、

人
々
は
復
活
に
努
め
ま
し
た
。
操
り
の
稽
古
は
、
農
閑

期
に
は
日
常
的
に
、
農
繁
期
で
も
天
候
が
悪
く
外
仕
事

が
で
き
な
い
時
に
は
古
老
の
家
に
集
ま
っ
て
熱
心
に
行

わ
れ
ま
し
た
。
長
い
時
間
を
か
け
て
動
き
を
一
つ
ひ
と

つ
確
認
す
る
丁
寧
な
稽
古
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
、

下
町
組
の
人
形
頭
を
買
い
揃
え
た
り
、
衣
裳
の
新
調
や

修
復
を
し
た
り
し
、
そ
の
お
披
露
目
と
し
て
、
復
活
記

念
公
演
を
二
日
間
に
わ
た
っ
て
「
箱は

こ

根ね

霊れ
い

験げ
ん

躄
い
ざ
り

仇
の
あ
だ

討う
ち

」

ほ
か
十
芸
題
を
旭
座
で
上
演
。
順
調
に
人
形
仲
間
が
増

え
た
こ
と
で
青
年
部
も
結
成
さ
れ
、
青
年
幹
部
の
原
淳

逸
、
長
瀬
幹
造
を
は
じ
め
と
す
る
「
川
上
操
り
人
形
同

好
会
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
は
、
初
め
て
中
津
川
か

ら
出
て
、
名
古
屋
松
坂
屋
で
公
演
を
実
施
。
以
降
、
名

が
広
ま
り
、
関
東
か
ら
関
西
と
広
く
公
演
が
続
き
ま
し

た
。
そ
の
頃
、
組
織
の
名
称
も
「
恵
那
人
形
浄
瑠
璃
研

究
会
」
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
、
人
形
頭
が

「
岐
阜
県
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
」
に
指
定
さ
れ
た
こ

と
を
記
念
し
て
「
恵
那
文
楽
保
存
会
」
に
改
名
し
、
正

式
に
保
存
会
が
発
足
。
そ
の
後
、
後
継
体
制
が
認
め
ら

れ
、
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
に
中
津
川
市
の
「
中

津
川
市
無
形
文
化
財
」
の
指
定
を
、
平
成
元
（
一
九
八

九
）
年
に
「
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
」
の
指
定

村上康成氏がデザインした市制70周年記念
ロゴマーク〈提供：中津川市役所〉
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を
受
け
ま
し
た
。

翌
年
の
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
に
は
文
楽
伝
承
教

室
も
立
ち
上
げ
、
児
童
生
徒
へ
の
指
導
を
開
始
。
地
元

に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
統
芸
能
「
文
楽
」
を

絶
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
後
継
者
の
育
成
に
努
め
て

い
ま
す
。四

．
森
林
の
活
用
と
保
護

中
津
川
市
は
、
豊
か
な
自
然
も
魅
力
の
一
つ
で
す
。

長
野
県
木
曽
地
域
に
接
し
た
エ
リ
ア
で
あ
る
「
裏
木
曽
」

は
、
古
く
か
ら
良
質
の
ヒ
ノ
キ
を
産
出
す
る
地
と
し
て

知
ら
れ
、
文ぶ

ん

安あ
ん

五
（
一
四
四
八
）
年
の
南
禅
寺
仏
殿
用

材
や
文ぶ

ん

政せ
い

元
（
一
五
七
三
）
年
の
東
山
殿
山
荘
造
営
材

が
こ
の
地
よ
り
伐
り
出
さ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
他
に
も
、
江
戸
城
や
名
古
屋
城
な
ど
多
く
の
歴
史

的
建
造
物
に
使
わ
れ
、
最
近
も
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
、

名
古
屋
城
本
丸
御
殿
の
復
元
に
多
く
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
が

利
用
さ
れ
ま
し
た
。

裏
木
曽
の
中
で
も
加
子
母
地
区
は
良
材
の
林
地
を
多

く
抱
え
て
い
た
た
め
、
慶け

い

長
ち
ょ
う

十
五
（
一
六
一
〇
）
年
、

駿
府
城
普
請
用
材
三
，00

0

本
を
供
出
す
る
な
ど
大
規

模
な
伐
採
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
伐
り
出
さ
れ
た
木
材
の

搬
送
は
付
知
川
を
流
送
し
、
木
曽
川
を
下
っ
て
錦
織
綱

場
（
八
百
津
町
）
に
留
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
江
戸
時

代
に
は
、
膨
大
な
量
の
木
材
が
付
知
川
を
下
っ
て
木
曽

川
に
流
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

付
知
川
を
は
じ
め
、
加
子
母
川
や
川
上
川
も
木
材
の

流
送
が
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

河
川
の
流
域
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
材
木
の
濫
伐
が

行
わ
れ
、
相
当
な
範
囲
に
わ
た
っ
て
山
林
が
荒
廃
し
た

こ
と
か
ら
土
砂
災
害
の
原
因
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま

す
。
特
に
安あ

ん

政せ
い

四
（
一
八
五
七
）
年
の
水
害
は
、
付
知

村
で
何
百
箇
所
も
の
山
崩
れ
が
発
生
し
た
ほ
か
、
加
子

母
村
で
も
大
き
な
被
害
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
被
害
に
つ
い
て
は
残
さ
れ
た
記
録
は
多
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
土
砂
災
害
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
た
こ

と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
水
理
工
師
ヨ
ハ
ニ
ス
・
デ
・
レ
イ

ケ
（
以
下
デ
・
レ
イ
ケ
）
が
岐
阜
県
に
視
察
に
訪
れ
た

こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

デ
・
レ
イ
ケ
が
裏
木
曽
を
訪
れ
た
の
は
明
治
十
三

（
一
八
八
〇
）
年
八
月
で
、
木
曽
谷
各
地
の
視
察
か
ら

駒
ヶ
岳
登
山
を
経
た
後
の
六
日
、
七
日
で
し
た
。
デ
・

レ
イ
ケ
は
、
滞
在
し
た
二
日
間
に
付
知
・
加
子
母
地
区

の
各
地
で
砂
防
施
設
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お

り
、
加
子
母
地
区
の
嫌や

ん

谷た
に

で
は
、
実
際
に
デ
・
レ
イ
ケ

の
指
導
に
よ
っ
て
工
事
が
行
わ
れ
た
足
跡
が
は
っ
き
り

残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
デ
・
レ
イ
ケ
は
翌
年
の
明
治

十
四
（
一
八
八
一
）
年
に
も
加
子
母
地
区
を
再
び
訪
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
デ
・
レ
イ
ケ
は
、
目
先
の
利
に

走
る
地
域
住
民
の
伐
採
略
奪
の
悪
弊
を
取
り
除
か
な
い

限
り
、
山
林
保
護
の
施
策
は
出
来
難
い
と
考
え
、
木
曽

川
の
治
水
策
と
し
て
、
第
一
に
濫
伐
の
禁
止
と
監
守
人

の
設
置
、
第
二
に
草
木
の
植
栽
、
第
三
に
砂
防
工
事
の

三
点
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
デ
・
レ
イ
ケ
は
「
山
の
衰
退
は
平
地
の
衰
退

を
起
す
。
・
・
・
平
地
の
民
は
、
山
村
の
民
よ
り
植
物

保
護
に
大
関
係
あ
れ
ば
な
り
。
」
と
し
て
、
広
域
の
生

態
系
を
考
え
て
の
行
政
指
導
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
ま

す
。こ

う
し
た
デ
・
レ
イ
ケ
の
献
策
・
警
告
を
受
け
、
政

府
は
山
林
保
護
規
制
を
制
定
す
る
な
ど
山
林
荒
廃
を
防

止
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）

年
に
な
り
、
よ
う
や
く
森
林
法
が
制
定
さ
れ
、
国
と
し

て
の
森
林
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
森
林
の
管
理
運
営
保

安
等
の
森
林
の
経
営
に
つ
い
て
法
律
化
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
改
正
を
重
ね
、
さ
ら
に
は
「
森
林
組
合
法
」

と
い
う
法
律
に
基
づ
き
、
数
々
の
森
林
組
合
が
設
立
さ

れ
ま
し
た
。

現
在
、
中
津
川
市
内
に
は
中
津
川
市
森
林
組
合
、
付

知
町
森
林
組
合
、
加
子
母
森
林
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
取
り

組
み
を
し
て
お
り
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
六
月
に

は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
森
林
組
合
と
中
津
川
市
の
間
で
「
災

害
時
応
援
協
定
」
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。
五
十
年
に
一

度
と
言
わ
れ
る
集
中
豪
雨
の
発
生
が
増
え
て
い
る
な

か
、
万
が
一
、
山
地
災
害
が
発
生
、
ま
た
は
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
市
民
の
命
を
守
る
た
め
、
災
害

時
応
援
協
定
で
は
森
林
組
合
が
持
つ
技
術
や
資
機
材
を

使
用
し
、
山
林
内
の
倒
木
等
の
処
理
作
業
を
迅
速
に
行

う
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

五
．
四
ツ
目
川
の
大
規
模
な

　
　
土
石
流
災
害

　
　
災
害
の
一
方
で
砂
防
堰
堤

　
　
技
術
が
向
上

中
津
川
市
の
中
心
部
を
東
西
に
分
け
て
流
れ
る
四
ツ

目
川
。
そ
の
周
辺
に
は
数
多
く
の
水す

い

神じ
ん

祠し

が
祀
ら
れ
、

水
害
の
多
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
四
ツ
目
川
の
名
の

由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
一
説
に
は
、
こ
の
川
が
よ

く
氾
濫
し
、
四
度
も
川
の
形
が
変
わ
っ
た
こ
と
か
ら
名

付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
水
野
歳
代
記
』

に
よ
る
と
、
宝
暦
元
（
一
七
五
一
）
年
、
寛か

ん

政せ
い

元
（
一

七
八
九
）
年
、
文ぶ

ん

化か

五
（
一
八
〇
八
）
年
に
氾
濫
の
記

述
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年

八
月
二
十
六
日
の
水
害
は
、
街
中
を
土
砂
で
埋
め
て
し

ま
う
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
。

水
害
当
日
の
天
候
を
『
水
神
様
当
番
帳
』
は
、

「
・
・
・
こ
の
日
正
午
よ
り
時
々
雷
雨
あ
り
午
後
よ

り
激
甚
な
り
・
・
・
」

と
、
降
雨
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
ま
す
。
こ
の
日
の

降
雨
量
を
中
津
町
の
観
測
地
点
は
一
四
七
㎜
と
し
て
い

ま
す
が
、
推
定
降
雨
量
は
二
〇
〇
㎜
を
超
し
、
前
山
（
一

三
五
〇
．
七
ｍ
）
を
中
心
に
激
し
く
降
り
ま
し
た
。
こ

の
豪
雨
に
よ
っ
て
、
前
山
が
作
る
谷
や
沢
が
氾
濫
し
、

中
津
町
だ
け
で
な
く
落
合
川
に
流
入
す
る
釜
沢
川
も
氾

濫
し
、
落
合
川
下
流
部
で
も
浸
水
直
前
の
家
屋
が
あ
り

ま
し
た
。
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
八
月
刊
行
の
『
復

興
誌
』
で
は
、
こ
の
土
石
流
は
前
山
穴
ケ
沢
の
崩
壊
が

主
原
因
と
し
て
い
ま
す
。

「
四
ツ
目
川
災
害
」
に
対
し
、
中
津
町
と
県
は
他
の

町
村
か
ら
約
四
，〇
〇
〇
人
の
応
援
を
得
て
、
後
片
付
け

木曽ヒノキ備林（旧神宮備林）
〈提供：中津川市役所〉

デ・レイケの指導とされる嫌谷堰堤〈提供：土木学会〉

被災した旧国鉄の中津川駅の惨状
〈提供：多治見砂防国道事務所〉
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岐
阜
県
地
理
地
名
事
典
』
岐
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岐
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『
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楽
記
録
帳
』　
恵
那
文
楽
保
存
会

二
〇
〇
二
年

『
木
曽
三
川
：
そ
の
流
域
と
河
川
技
術
』

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
　
一
九
八
八
年

『
中
津
川
市
七
〇
周
年
市
政
要
覧
』

二
〇
二
二
年

『
広
報
な
か
つ
が
わ
　
八
〇
九
号
』二

〇
二
二
年
四
月

と
応
急
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
八
（
一
九

三
三
）
年
に
中
津
川
（
尾
ヶ
岩
よ
り
下
流
）、
四
ツ
目

川
の
奥お

く

恵え

下げ

吊
橋
か
ら
下
流
が
、
木
曽
川
の
支
流
と
し

て
認
め
ら
れ
準
用
河
川
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
中
津
川
、
四
ツ
目
川
は
岐
阜
県
が
県
営
で
工

事
を
始
め
ま
し
た
が
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
に

内
務
省
名
古
屋
土
木
出
張
所
中
津
川
工
場
が
開
設
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
災
害
復
旧
を
含
め
た
砂
防
事
業
が
直

轄
事
業
と
し
て
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
被
害
の
大

き
か
っ
た
四
ツ
目
川
を
中
心
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
後
、
荒
廃
の
著
し
い
中
津
川
、
落
合
川
の
各
支
川

に
中
心
が
移
り
、
各
所
に
砂
防
ダ
ム
が
施
工
さ
れ
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
砂
防
事

業
費
が
大
き
く
縮
小
。
終
戦
を
迎
え
た
昭
和
二
十
（
一

九
四
五
）
年
か
ら
は
戦
後
の
復
興
と
と
も
に
治
山
治
水

事
業
費
も
徐
々
に
増
え
、
こ
れ
に
伴
っ
て
中
津
川
、
落

合
川
流
域
の
主
要
地
点
に
砂
防
ダ
ム
が
施
工
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
頃
ま
で
の
木
曽
川
流

域
の
砂
防
ダ
ム
の
形
状
は
、
重
力
式
が
ほ
と
ん
ど
で
、

技
術
的
に
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
木
曽
三
川
流
域
で
は
、
昭
和
三
十
二
（
一
九
五

七
）
年
の
木
曽
川
上
流
の
豪
雨
災
害
を
は
じ
め
、
昭
和

三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
の
伊
勢
湾
台
風
災
害
、
昭
和

四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
の
南
木
曽
村
の
豪
雨
災
害
な

ど
、
大
き
な
災
害
が
昭
和
三
十
〜
四
十
年
代
に
頻
発
し

ま
し
た
が
、
一
方
で
、
そ
れ
に
対
処
す
る
砂
防
技
術
の

発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
頃
か
ら
、
高
さ
二
十
ｍ
以
上
の
大
型
コ
ン
ク

リ
ー
ト
重
力
式
直
線
ダ
ム
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
だ
け
で
な
く
、
「
ア
ー
チ
ダ
ム
」
や
「
三
次
元
応
力

解
析
ダ
ム
」
な
ど
ダ
ム
断
面
を
節
減
し
た
も
の
、
あ
る

い
は
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
枠
ダ
ム
」
や
「
鋼
製
ダ
ム
」
の

よ
う
に
プ
レ
ハ
ブ
化
し
て
工
期
の
短
縮
を
図
っ
た
ダ
ム

な
ど
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

年
々
、
技
術
の
向
上
を
図
り
、
現
在
は
最
新
技
術
で
の

砂
防
工
事
が
各
所
で
進
行
中
で
す
。

中
津
川
市
で
は
「
四
ツ
目
川
災
害
」
を
語
り
継
ぎ
、

防
災
意
識
向
上
を
図
る
目
的
で
、
八
月
二
十
六
日
を
「
治

山
・
治
水
の
日
」
に
設
定
し
、
砂
防
講
演
会
を
毎
年
開

催
し
て
い
ま
す
。
中
津
川
市
中
津
地
区
災
害
対
策
協
議

会
と
一
般
社
団
法
人
中
部
地
域
づ
く
り
協
会
の
共
催
で

実
施
し
、
関
係
自
治
体
の
長
を
は
じ
め
県
議
会
議
員
、

地
区
災
害
対
策
協
議
会
関
係
者
な
ど
二
〇
〇
名
ほ
ど
が

集
い
ま
す
。
今
年
の
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
は
、
四

ツ
目
川
災
害
か
ら
九
十
年
。
さ
ら
な
る
防
災
意
識
向
上

に
向
け
て
議
論
さ
れ
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
防
災
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
二

二
年
度
か
ら
新
た
に
中
津
川
市
地
域
避
難
施
設
認
定
制

度
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

と
し
て
避
難
所
の
定
員
が
削
減
さ
れ
る
中
、
中
津
川
市

で
は
よ
り
早
く
安
心
し
て
避
難
で
き
る
よ
う
に
、
住
民

が
自
主
的
に
開
設
・
運
営
す
る
「
地
域
避
難
施
設
」
を

認
定
す
る
取
り
組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。

災
害
が
発
生
（
お
そ
れ
を
含
む
）
し
た
場
合
に
、
地

域
住
民
等
が
自
主
的
に
開
設
か
ら
閉
鎖
ま
で
行
う
避
難

施
設
を
地
域
避
難
施
設
と
し
て
市
が
認
定
し
、
身
近
な

避
難
先
を
よ
り
多
く
確
保
す
る
こ
と
で
、
事
前
避
難
や

避
難
の
し
や
す
さ
の
向
上
に
つ
な
げ
ま
す
。

六
．
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
や
「
み
ち
」

　
　
の
誕
生
で
、
つ
な
が
り
を
促
進

中
津
川
市
で
は
、
今
後
も
新
た
な
施
設
や
み
ち
の
誕

生
が
控
え
て
い
ま
す
。
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
夏
、

中
心
市
街
地
の
旧
中
山
道
に
面
す
る
立
地
に
新
た
に

「
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
（
仮
称
）
」
が
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定

で
す
。
「
中
津
川
市
総
合
計
画
基
本
構
想 

中
期
事
業
実

施
計
画
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
ひ
と
、
ま
ち
、
未
来

を
元
気
に
す
る
交
流
と
学
び
と
に
ぎ
わ
い
の
拠
点
」
を

目
指
し
、
現
在
、
着
々
と
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

図
書
館
や
活
動
室
、
情
報
発
信
ス
ペ
ー
ス
、
カ
フ
ェ
、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や
一
時
預
か
り
保
育
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
機
能
を
備

え
、
今
ま
で
以
上

に
活
発
な
市
民
の

交
流
の
場
に
な
り

そ
う
で
す
。

さ
ら
に
、
中
津

川
市
坂
本
地
区
に

リ
ニ
ア
中
央
新
幹

線
「
岐
阜
県
駅

（
仮
称
）
」
と
「
中

部
総
合
車
両
基

地
」
が
設
置
さ
れ

る
予
定
で
す
。
品

川
〜
中
津
川
市
間

を
約
六
十
分
で
結

ぶ
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
に
よ
り
、
人
、
モ
ノ
、
情
報
の

交
流
が
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

四ツ目川遊砂工全景
〈提供：多治見砂防国道事務所〉

中津川での講話（砂防講演会2018）
〈提供：多治見砂防国道事務所〉

建設中の市民交流プラザ(仮称)外観イメージ
〈提供：中津川市役所〉

リニア岐阜県駅（仮称）周辺の鳥瞰イメージ
（上部：リニア岐阜県駅（仮称）、下部：美乃坂本駅）
〈提供：中津川市役所〉
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歴史記録

本
年
は
、
船
頭
平
閘
門
が
完
成
し
一
二
〇
年
目
の
節

目
の
年
に
当
た
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
何
度
か
修
繕
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
平
成
の
大
改
築
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
十
月

～
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
七
月
）
）
の
際
に
は
、
修

繕
方
法
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
明
治
期
と
平
成
期
の

土
木
技
術
に
つ
い
て
比
較
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
当
時

の
技
術
力
の
高
さ
を
暗
示
さ
せ
る
新
し
い
発
見
や
不
思

議
が
次
々
と
現
れ
て
き
ま
し
た
。

本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
船
頭
平
閘
門
の
建
設
に
お
け
る

隠
さ
れ
た
土
木
技
術
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

一
．
は
じ
め
に

三
川
分
離
を
目
指
し
た
明
治
改
修
工

事
に
お
い
て
、
新
木
曽
川
と
新
長
良
川

を
結
ぶ
船
頭
平
閘
門
の
建
設
に
関
す
る

工
事
記
録
（
例
え
ば
、
『
木
曽
川
改
修
工

事
概
要
』
）
は
、
詳
細
な
建
設
経
緯
に
は

触
れ
ず
、
建
設
場
所
か
ら
閘
門
の
構
造

な
ど
に
つ
い
て
わ
ず
か
合
計
二
ペ
ー
ジ

弱
ほ
ど
で
記
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
船
頭
平
閘
門
の
設
計
図
書
と

思
わ
れ
る
『
閘
門
工
』（
木
曽
川
文
庫
蔵
）

で
は
、
建
設
経
緯
に
つ
い
て
は
触
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
使
用
し
た
材
料
の
単
価

や
使
用
量
、
さ
ら
に
作
業
員
数
に
至
る

ま
で
詳
細
な
記
述
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
船
頭
平
閘
門
の
建
設
時

に
基
礎
工
事
で
問
題
と
な
っ
た
湧
水
の

排
出
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
『
閘
門
工
』

に
記
さ
れ
て
い
る
セ
メ
ン
ト
へ
の
煉
瓦
屑
（
次
号
で
詳

述
す
る
ポ
ゾ
ラ
ン
物
質
と
し
て
）
の
混
合
や
コ
ン
ク

リ
ー
ト
基
礎
工
で
の
鉄
筋
（
古
レ
ー
ル
と
鉄
桁
）
の
埋

設
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
当
時
の
土
木
工
事
の
状
況
を

推
察
し
ま
す
。

二
．
閘
門
の
建
設
位
置

明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
、
明
治
改
修
工
事
の

当
初
計
画
に
は
な
か
っ
た
閘
門
が
、
海
部
郡
立
田
村
大

字
船
頭
平
地
内
（
現
愛
西
市
立
田
町
福
原
地
先
）
に
建

設
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

船
頭
平
閘
門
が
設
置
さ
れ
る
周
辺
の
河
道
変
化
を
明

治
改
修
計
画
図
で
概
観
す
る
と
、
現
長
良
川
左
岸
側
に

位
置
す
る
福
原
輪
中
は
旧
長
良
川
と
合
流
し
た
旧
木

曽
川
と
そ
の
東
側
の
相
川
に
囲
ま
れ
た
河
道
内
に
位
置

し
、
輪
中
の
東
側
は
明
治
改
修
で
開
削
さ
れ
た
新
木
曽

川
に
沈
ん
だ
旧
立
田
村
で
し
た
。

以
下
に
、
閘
門
建
設
位
置
周
辺
で
の
改
修
工
事
内
容

を
、
図
中
の
番
号
順
に
触
れ
て
い
き
ま
す
。

①
明
治
二
十
六
年
度
か
ら
立
田
輪
中
の
塩し

お

田た

（
現
愛
西

市
塩
田
町
）
か
ら
約
八
㎞
南
端
ま
で
が
新
木
曽
川
左
岸

堤
と
し
て
起
工
さ
れ
、
長
良
川
と
合
流
し
て
い
た
旧
木

曽
川
の
左
岸
堤
（
旧
立
田
輪
中
の
輪
中
堤
）
は
新
長
良

川
と
新
木
曽
川
の
背
割
堤
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
緑
色
の
実
線
は
旧
堤
で
破
線
は
新
木
曽
川
に

沈
ん
だ
旧
堤
、
赤
色
は
新
堤
で
す
。

②
明
治
三
十
一
年
度
か
ら
現
桑
名
市
長
島
町
松
ノ
木
と
千ち

倉く
ら

間
に
新
長
良
川
左
岸
堤
と
な
る
新
堤
を
築
き
ま
し
た
。

③
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
十
一
月
か
ら
翌
年
二

月
に
は
、
船
頭
平
と
松
ノ
木
間
で
、
旧
木
曽
川
河
道
を

遮
断
し
、
新
木
曽
川
と
新
長
良
川
を
完
全
に
分
離
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
同
期
間
に
、

④
宝
暦
治
水
工
事
で
知
ら
れ
た
現
海
津
町
油
島
か
ら
現

長
島
町
上
坂
手
間
を
締
切
り
、
新
長
良
川
と
新
揖
斐
川

と
を
分
離
し
ま
し
た
。

　
以
上
の
工
事
（
①
～
④
）
を
経
て
、
新
木
曽
川
と
新

長
良
川
と
連
絡
す
る
絶
妙
な
位
置
に
、
閘
門
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
⑤
明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
か
ら
翌
年

船頭平閘門建設時の土木技術　第一編

船頭平閘門の基礎工事

七

　
郷

　
輪

　
中

新

　
木

　
曽

　
川

新

　

揖

　

斐

　

川

新

　
長

　
良

　
川

南之郷 上坂手

油島

松ノ木

相川福原輪中

船頭平閘門

至 千倉

至 塩田

①

②

③

④
⑤

河道が大きく変わった船頭平閘門周辺（下図は木曽川文庫所蔵図面

No.42B）

船頭平閘門竣工図　〈出典：木曽川文庫蔵〉
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に
か
け
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
七
郷
輪
中
の
引
堤
が
行

わ
れ
、
揖
斐
川
の
川
幅
が
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

三
．
閘
門
建
設
工
事

『
閘
門
工
』
は
、
カ
ー
ボ
ン
紙
で
の
縦
書
き
本
文
と

十
一
枚
の
表
、
十
九
枚
の
青
焼
き
図
面
か
ら
成
り
、
著

者
・
発
行
者
・
発
行
年
月
は
不
明
で
す
が
、
作
成
年
月

は
記
載
内
容
か
ら
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
三
月

か
ら
四
月
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
三
十
一
年
度
に
閘
門
設
置
に
関
す
る
種
々
の
調

査
が
完
了
し
、
翌
三
十
二
年
度
に
諸
材
料
を
購
入
し
て
、

工
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

三
―
一
．
湧
水
の
排
出

閘
門
は
、
舟
や
筏
を
収
容
す
る
中
央
部
の
閘
室
部
と
、

閘
室
前
後
で
水
位
調
整
を
す
る
閘
頭
部
か
ら
成
っ
て
お

り
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
九
月
に
閘
頭
部
と

閘
室
の
床
掘
り
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

閘
頭
部
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
工
事
は
、
水
中
施
工

を
避
け
て
陸
上
施
工
で
計
画
さ
れ
ま
し
た
が
、
工
事
場

所
は
木
曽
川
と
長
良
川
に
挟
ま
れ
て
い
た
た
め
湧
水
が

予
想
外
に
多
く
、
排
水
に
多
く
の
努
力
が
強
い
ら
れ
ま

し
た
。

湧
水
の
排
水
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
三
〇
〇
石
（
石

＝
〇
．
一
八
〇
㎥
）
と
六
〇
〇
石
揚
げ
の
働
差
ポ
ン
プ

（
ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ
）
二
台
で
排
水
を
始
め
ま
し
た
が
、

不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
「
臨
時
借
用
」
し
た
離
心
ポ

ン
プ
（
渦
巻
ポ
ン
プ
）
一
台
と
共
に
足
踏
み
水
車
（
踏ふ

み

車
ぐ
る
ま

）
四
一
一
台
、
さ
ら
に
九
〇
〇
石
揚
げ
と
三
〇
〇
石

揚
げ
の
働
差
ポ
ン
プ
を
加
え
た
計
五
台
の
ポ
ン
プ
で
、

よ
う
や
く
好
結
果
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
『
閘
門
工
』
に

は
、
排
水
に
「
水
車
数
十
台
を
使
用
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
四
一
一
台
全
て
の
踏
車
を
同
時
に
使
用
し
た
の
で

は
な
さ
そ
う
で
す
。

な
お
、
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
招
聘
さ
れ
て
い
た

エ
ッ
セ
ル
は
、
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
六
月
の
帰

国
直
前
、
住
ま
い
の
裏
で
、
管
内
部
の
螺
旋
を
回
転
さ

せ
て
水
を
汲
み
出
す
ア
ル
キ
メ
デ
ス
・
ス
ク
リ
ュ
ー
と

踏
車
と
の
排
水
量
の
比
較
試
験
を
行
っ
て
お
り
、
オ
ラ

ン
ダ
技
師
も
踏
車
に
注
目
し
て
い
ま
し
た
。

三
―
二
．
踏
車
の
排
水
能
力

「
三
〇
〇
石
揚
げ
」
ポ
ン
プ
の
揚
水
量
は
、
一
時
間

当
た
り
に
三
〇
〇
石
、
つ
ま
り
毎
時
五
十
四

で
し
た
。

一
方
、
踏
車
一
台
の
揚
水
量
も
三
〇
〇
石
揚
げ
ポ
ン
プ

と
ほ
ぼ
同
量
の
一
時
間
当
た
り
五
十
二
～
六
十
五

で

し
た
。

閘
門
基
礎
工
事
現
場
で
の
床
堀
位
置
か
ら
排
水
地
点

ま
で
の
高
低
差
は
不
明
で
す
が
、
明
治
十
七
（
一
八
八

四
）
年
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
最
初
に
輸
入
し
た
毎
時
五
二

五
石
の
蒸
気
ポ
ン
プ
で
は
、
高
さ
が
四
十
七
ｍ
に
も
達

し
た
よ
う
で
あ
り
、
ポ
ン
プ
は
十
分
に
数
メ
ー
ト
ル
の

高
低
差
を
克
服
し
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
踏
車
の
揚
程
は
二
十
五
～
三
十
㎝
程
度
で
し

た
の
で
、
例
え
ば
排
水
地
点
一
ヶ
所
に
踏
車
十
台
を
直

列
に
配
置
す
れ
ば
、
三
〇
〇
石
ポ
ン
プ
ほ
ぼ
一
台
分
に

相
当
す
る
水
量
を
三
ｍ
ほ
ど
上
に
排
出
で
き
、
当
時
と

し
て
は
有
用
な
排
水
機
具
で
し
た
。

三
―
三
．
閘
頭
部
の
構
造

床
堀
後
、
長
さ
十
五
尺
（
四
五
五
㎝)

、
厚
さ
三
寸
五

分
（
一
〇
．
六
㎝
）
の
矢
羽
根
型
の
嚙
み
合
わ
せ
を
し

た
松
矢
板
が
、
閘
頭
部
護
岸
の
根
固
め
と
浸
透
水
の
遮

断
の
た
め
に
打
ち
込
ま
れ
、
二
尺
八
寸
（
八
十
五
㎝
）

ご
と
に
親
柱
（
長
さ
十
五
尺
、
六
寸
角
）
を
打
ち
、
横

梁
で
し
っ
か
り
と
固
定
し
ま
し
た
。
矢
板
が
打
ち
終
わ

る
と
、
次
は
扉
室
の
基
礎
と
な
る
閘
頭
部
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
基
礎
の
施
工
で
し
た
。

明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
末
に
は
、
厚
さ
平
均

四
尺
五
寸
（
約
一
．
三
五
ｍ
）
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎

の
大
部
分
が
施
工
さ
れ
、
さ
ら
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基

礎
の
上
に
厚
さ
一
尺
五
寸
（
〇
．
四
五
五
ｍ
）
の
煉
瓦

が
敷
か
れ
ま
し
た
。
な
お
、
『
閘
門
工
』
で
は
、
矢
板

工
や
閘
頭
部
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
と
そ
の
上
の
煉
瓦
工

で
の
長
さ
は
尺
や
寸
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

翌
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
四
月
よ
り
、
閘
頭
部
の

煉
瓦
積
み
お
よ
び
閘
室
や
閘
外
の
沈
床
、
袖
石
垣
な
ど

を
築
造
し
ま
し
た
。

煉
瓦
造
り
の
閘
頭
部
の
側
壁
は
垂
直
で
す
が
、
舟
や

筏
が
衝
突
す
る
恐
れ
の
あ
る
部
分
は
す
べ
て
花
崗
岩
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
石い

し

工く

や
煉
瓦
工
の
賃
金
は
通
常
出
来
高
払
い

で
し
た
が
、
丁
寧
な
仕
事
を
す
る
よ
う
に
、
石
工
二
十

五
銭
、
煉
瓦
工
六
十
銭
の
日
当
（
定
夫[

一
般
作
業
員]

は
十
五
銭
）
で
雇
っ
て
い
ま
し
た
。

三
―
四
．
閘
室
の
構
造

舟
や
筏
を
収
容
す
る
閘
室
の
底
部
は
、
沈
床
の
上
に

石
張
り
を
施
し
ま
し
た
。

周
囲
は
、
長
さ
十
二
尺
（
三
六
三
．
六
㎝
）、
厚
さ

三
寸
（
九
．
一
㎝
）
の
木
矢
板
を
打
ち
、
側
壁
は
法
一

割
の
間け

ん

知ち

石
積
み
で
し
た
。

三
―
五
．
門
扉
の
設
置

明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
の
わ
が
国
最
初
の
近
代

閘
門
で
あ
る
石
井
閘
門
と
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）

年
の
大
津
閘
門
の
門
扉
は
木
造
で
し
た
が
、
船
頭
平
閘

門
の
門
扉
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
し
た
鉄
板
で
製
作
さ

れ
ま
し
た
。

門
扉
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
船
頭
平
付
近
で
の
干

満
は
流
量
の
違
い
な
ど
で
、
木
曽
川
側
と
長
良
川
側
と

で
同
一
時
刻
に
発
生
し
な
か
っ
た
た
め
、
本
来
な
ら
ば

閘
室
前
後
の
各
扉
室
に
は
、
川
に
向
か
っ
た
大
門
扉
と

閘
室
に
向
か
っ
た
小
門
扉
を
各
一
対
ず
つ
設
置
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
設
計
当
初
で
は
木
曽
川
の
水
位
は
長
良

川
よ
り
高
く
な
る
頻
度
が
多
い
と
想
定
し
、
木
曽
川
の

水
位
調
節
用
の
大
門
扉
と
小
門
扉
一
対
を
設
置
し
、
長

良
川
の
水
位
が
高
い
場
合
は
閘
門
操
作
を
行
わ
な
い
こ

と
と
し
、
長
良
川
の
水
位
調
節
用
の
小
門
扉
は
将
来

増
設
で
き
る
よ
う
に
準
備
だ
け
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
明
治
四
十
二
・
四
十
三
年
度
に
長
良
川
用
の
小
門

エッセル家に保管されていた踏車とアルキ

メデス・スクリューでの排水試験

〈出典：木曽川文庫蔵〉

矢板の形状

〈出典：船頭平閘門改築記念誌〉

船頭平閘門の平面図（一部加筆）〈出典：船頭平閘門移築記念誌〉

増設された小門扉
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概
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鐵
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混
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土
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梁
　
工
学
会
誌
　
第
二
五
三
号
』

　
広
井
勇
　
一
九
〇
三
年

扉
が
増
設
さ
れ
、
船
頭
平
閘
門
は
複
閘
式
閘
門
と
な
り

ま
し
た
。四

．
読
み
落
と
し
て
き
た
記
述

閘
頭
部
の
基
礎
工
事
に
つ
い
て
『
木
曽
川
改
修
工
事

概
要
』
で
は
、
「
施
工
中
閘
頭
部
の
工
事
に
於
い
て
そ

の
基
底
部
の
構
造
や
薄
弱
な
る
を
認
め
、
設
計
を
変
更

し
て
鉄
桁
を
伏
せ
、
そ
の
欠
を
補
へ
り
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
同
様
の
内
容
が
、
内
務
省
土
木

局
の
『
木
曽
川
改
修
工
事
』
や
工
事
現
場
付
き
の
寺
井

氏
の
手
記
『
木
曽
川
下
流
改
修
工
事
』
等
に
も
見
ら
れ

ま
す
。
『
閘
門
工
』
に
記
さ
れ
た
「
船
頭
平
工
営
所
閘

門
新
設
工
事
竣
功
内
訳
書
」
の
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
」

の
欄
に
は
、
基
礎
工
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
中
へ
古
レ
ー

ル
七
〇
〇
尺
（
二
一
〇
ｍ
）
を
埋
設
す
る
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
既
述
の
よ
う
に
古
レ
ー
ル
の
埋
設
に
構
造

的
な
不
安
を
感
じ
て
、
改
め
て
鉄
桁
を
埋
設
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

な
お
、
明
治
改
修
で
木
造
ト
ロ
ッ
コ
を
載
せ
て
使
用

さ
れ
た
レ
ー
ル
は
、
工
事
現
場
や
鉱
山
な
ど
で
用
い
ら

れ
た
一
ヤ
ー
ド
（
〇
．
九
一
四
ｍ
）
当
た
り
九
ポ
ン
ド

（
四
．
〇
五
㎏
）
の
軽
レ
ー
ル
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
人
々
が
『
閘
門
工
』
で
の
こ
れ

ら
の
記
述
を
「
読
ん
だ
は
ず
」
で
す
が
、
「
コ
ン
ク
リ
ー

ト
構
造
物
に
は
鉄
筋
が
当
然
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と

の
「
先
入
観
」
に
囚
わ
れ
て
い
た
の
か
、
明
治
三
十
二

（
一
八
九
九
）
年
末
で
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
工
へ
の

古
レ
ー
ル
や
基
礎
工
上
部
へ
の
鉄
桁
の
埋
設
に
関
す
る

貴
重
な
記
述
を
「
注
目
し
な
か
っ
た
」
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
、
広
井
勇
が
欧
米
の
各
種
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
工
法
と
設
計
手
法
を
解
説
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
技
術
の
導
入
を
推
奨
し
た
の
は
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
三
）
年
で
あ
り
、
同
年
に
わ
が
国
最
初
の
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
と
し
て
、
田
辺
朔
朗
に
よ
る
琵
琶

湖
疎
水
運
河
の
メ
ラ
ン
式
ア
ー
チ
橋
（
橋
長
七
．
三
ｍ
）

が
完
成
し
て
い
ま
す
。

四
―
一
．
基
礎
工
に
つ
い
て

「
船
頭
平
工
営
所
閘
門
新
設
工
事
竣
功
内
訳
書
」
に
、

一
ト
ン
当
た
り
の
セ

メ
ン
ト
単
価
が
異
な

る
三
種
類
の
使
用
量

が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト

基
礎
工
に
使
用
さ
れ

た
最
安
値
の
セ
メ
ン

ト
は
、
花
崗
岩
の
目

地
用
等
の
モ
ル
タ
ル

用
に
も
多
量
に
使
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

基
礎
工
で
興
味
あ

る
施
工
は
、
長
さ
七

〇
〇
尺
（
二
一
〇
ｍ
）

の
古
レ
ー
ル
の
埋
設

と
共
に
、
煉
瓦
屑
二
．
四
坪
（
十
四
．
四
㎥
）
を
コ
ン

ク
リ
ー
ト
用
に
混
入
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
閘

頭
部
基
礎
工
で
は
、
セ
メ
ン
ト
の
強
度
増
加
を
期
待
し

た
の
か
、
煉
瓦
屑
（
煉
瓦
の
塊
か
微
粉
末
か
は
不
明
）

を
加
え
た
セ
メ
ン
ト
に
川
砂
利
と
川
砂
を
混
ぜ
た
コ
ン

ク
リ
ー
ト
に
古
レ
ー
ル
を
埋
め

て
基
礎
部
に
打
設
し
て
、
突
き

固
め
て
施
工
し
た
と
推
察
さ
れ

ま
す
。

四
―
二
．
鉄
桁
の
埋
設

に
つ
い
て

『
閘
門
工
』
に
よ
る
と
、
基

礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
上
に
敷
設
し

た
鉄
桁
は
、
各
閘
頭
部
に
十
一

本
（
長
二
十
六
フ
ィ
ー
ト
六

イ
ン
チ
が
四
本
、

長
二
十
二

フ
ィ
ー
ト
が
七
本
）
あ
り
、
そ

の
上
に
煉
瓦
を
平
均
厚
さ
一
尺

五
寸
（
約
四
十
五
．
四
五
㎝
）

で
敷
い
て
い
ま
す
。

「
鋼
鉄
桁
製
作
予
算
書
」
に

は
、
使
用
さ
れ
た
鋼
板
等
の
寸

法
や
使
用
重
量
等
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
な
お
、
同
表
中
の
寸
法
の[

′]

記
号
は
、
呎

（
フ
ィ
ー
ト
）
の
略
記
号
で
す
。

五
．
お
わ
り
に

『
閘
門
工
』
は
、
①
単
価
が
異
な
る
三
種
類
の
セ
メ

ン
ト
を
使
用
し
、
②
セ
メ
ン
ト
に
煉
瓦
屑
を
混
入
し
て

セ
メ
ン
ト
強
度
の
増
加
を
期
待
し
、
③
基
礎
コ
ン
ク

リ
ー
ト
内
に
古
レ
ー
ル
を
埋
め
込
み
、
さ
ら
に
強
度
を

確
実
に
す
る
た
め
に
、
④
各
閘
頭
部
の
基
礎
工
の
上
に

各
十
一
本
の
鉄
桁
を
埋
設
し
た
よ
う
で
す
。

今
後
は
、
セ
メ
ン
ト
に
混
合
さ
れ
た
煉
瓦
屑
と
セ
メ

ン
ト
中
で
の
古
レ
ー
ル
の
存
在
、
さ
ら
に
埋
設
さ
れ
た

鉄
桁
に
関
し
て
詳
細
な
調
査
が
必
要
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
号
で
は
、
①
船
頭
平
閘
門
に
使
用
さ
れ
た
セ
メ
ン

ト
の
特
性
や
、
②
当
時
の
土
木
関
係
者
に
お
け
る
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
へ
の
理
解
の
程
度
に
つ
い
て
触
れ
て
い

き
ま
す
。

鋼鉄桁製作予算書　〈出典：船頭平閘門改築記念誌〉

閘門の建設に使用された３種類のセメント量
〈出典：閘門工〉

「船頭平工営所閘門新設工事竣功内訳書」の「コンクリート工」の欄
〈出典：船頭平閘門改築記念誌〉

円／トン 総トン数 コンクリート用 モルタル用

18.50 620.00 269.51 323.49

21.05 19.00 12.87 6.14

21.58 1.06 7.82 0.73
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研究資料

慶長十六年の徳川家康上洛と
船橋架設

岐阜県歴史資料館　入江 康太

江
戸
時
代
初
め
、
将
軍
た
ち
（
徳
川
家
康
・
秀
忠
・

家
光
）
は
、
た
び
た
び
上
洛
し
ま
し
た
。

慶け

い

長
ち

ょ

う

十
六
（
一
六
一
一
）
年
、
徳
川
家
康
は
、
後ご

陽よ

う

成ぜ

い

天
皇
の
譲
位
、
後ご

水
み
ず
の

尾お

天
皇
の
即
位
を
取
り
仕
切
る

た
め
上
洛
し
ま
し
た
。
三
月
六
日
、
駿
府
を
出
発
し
た

家
康
は
、
美
濃
国
岐
阜
、
同
国
赤
坂
を
経
由
し
て
三
月

十
七
日
、
京
に
到
着
し
ま
し
た
。
家
康
が
美
濃
を
通
過

す
る
に
あ
た
り
、
岐
阜
―
赤
坂
間
の
河ご

う

渡ど

（
岐
阜
市
）
・

美み

江え

寺じ

（
瑞
穂
市
）
・
呂ろ

久く

（
瑞
穂
市
）
に
は
船
橋
が

架
け
ら
れ
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
美
濃
郡
代
笠
松
陣
屋
堤
方
役
所
文
書
の

中
に
あ
る
「
亥
年
濃
州
江
渡
・
美
江
寺
・
呂
久
船
橋
道

具
割
帳
」
と
い
う
史
料
か
ら
、
こ
の
時
の
船
橋
架
設
が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
紹
介
し
ま
す
。

一
．「
亥
年
濃
州
江

（
河
）

渡
・
美
江
寺
・

　
　
呂
久
船
橋
道
具
割
帳
」
に

　
　
つ
い
て

美
濃
郡
代
笠
松
陣
屋
堤
方
役
所
文
書
に
は
、
「
御
上

洛
一
件
ニ
付
古
書
写
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
文
書
が
あ

る
（
文
書
番
号
二
・
〇
八
‐
一
四
‐
一
～
二
四
）
。
こ

れ
は
、
十
三
代
将
軍
徳
川
家
茂
が
、
文ぶ

ん

久
き
ゅ
う

三
（
一
八
六

三
）
年
に
将
軍
と
し
て
二
二
九
年
ぶ
り
に
上
洛
す
る
に

あ
た
り
、
そ
の
前
年
に
実
施
さ
れ
た
先
例
調
査
で
美
濃

郡
代
岩
田
鍬
三
郎
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
慶
長
・
元
和
・
寛
永
の
将
軍
上
洛
に
関
す
る
も

の
で
、
原
本
は
、
近
世
初
期
美
濃
の
代
官
を
務
め
た
旗

本
岡
田
氏
に
伝
来
し
た
。

そ
の
中
に
「
亥
年
濃
州
江

（
河
）

渡
・
美
江
寺
・
呂
久
船
橋

道
具
割
帳
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
（
文
書
番
号
二
・
〇

八
‐
一
四
‐
三
、
以
下
本
史
料
）
。
こ
れ
は
、
慶
長
十

六
（
一
六
一
一
）
年
に
大
御
所
徳
川
家
康
が
上
洛
し
た

際
、
美
濃
国
内
に
架
設
さ
れ
た
船
橋
（
多
数
の
橋
を
横

に
並
べ
て
綱
ま
た
は
鎖
で
つ
な
ぎ
そ
の
上
に
板
を
渡
し

て
橋
と
し
た
も
の
、
参
考
図
版
）
に
関
す
る
記
録
で
あ

る
。
領
主
・
代
官
ご
と
の
負
担
資
材
の
書
上
げ
や
、
幕

府
代
官
か
ら
領
主
ら
に
宛
て
た
書
状
な
ど
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

以
下
本
史
料
か
ら
、
慶
長
十
六
（
一
六
一
一
）
年
の

徳
川
家
康
上
洛
に
お
い
て
美
濃
国
内
の
船
橋
架
設
が
、

ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
か
を
紹
介
す
る
。

二
．
家
康
の
上
洛
と
船
橋
の
架
設

慶
長
十
六
（
一
六
一
一
）
年
、
徳
川
家
康
は
、
後
陽

成
天
皇
の
譲
位
と
後
水
尾
天
皇
の
即
位
を
取
り
仕
切
る

た
め
上
洛
し
た
。
こ
の
上
洛
で
は
、
二
条
城
で
家
康
と

豊
臣
秀
頼
の
会
見
や
在
京
大
名
か
ら
の
誓
紙
の
提
出
な

ど
重
要
な
政
治
的
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。

【史料】亥年濃州江渡・美江寺・呂久船橋道具割帳
（右：表紙、左：見開き）〈出典：岐阜県歴史資料館所蔵〉

【参考図版】寛延元年(1748)佐渡川船橋絵図
〈提供：岐阜県歴史資料館所蔵〉

中山道河渡宿より呂久渡迄美濃路墨俣渡より西結渡迄往還絵図(部分)
〈出典：岐阜県歴史資料館蔵〉
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家
康
は
、
三
月
六
日
に
駿
府
を
出
発
し
、
十
一
、
十

二
日
、
名
古
屋
に
滞
在
し
た
。
そ
し
て
三
月
十
三
日
に

岐
阜
、
十
四
日
に
赤
坂
を
通
り
、
三
月
十
七
日
に
上
洛

し
た
。
行
程
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
家
康
は
中
山
道
を

通
り
上
洛
し
て
お
り
、
岐
阜
―
赤
坂
間
の
河
渡
（
岐
阜

市
）、
美
江
寺
（
瑞
穂
市
）、
呂
久
（
瑞
穂
市
）
に
船
橋

が
架
設
さ
れ
た
。
河
渡
に
は
長
良
川
の
、
呂
久
に
は
揖

斐
川
の
、
そ
れ
ぞ
れ
渡
し
場
が
あ
り
、
長
良
川
・
揖
斐

川
を
渡
る
た
め
の
船
橋
で
あ
っ
た
。
美
江
寺
は
河
渡
と

呂
久
の
間
に
あ
る
。
五ご

六ろ
く

川が
わ

と
犀さ

い

川か
わ

に
挟
ま
れ
て
お
り
、

船
橋
は
ど
ち
ら
に
掛
け
ら
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
あ

る
い
は
両
方
の
川
か
も
し
れ
な
い
。

船
橋
の
架
設
担
当
は
、
河
渡
・
美
江
寺
が
加
納
藩
主

奥
平
忠
政
（
十
万
石
）、
呂
久
が
揖
斐
藩
主
西
尾
光み

つ

教の
り

（
三
万
石
）、
高
須
藩
主
徳
永
寿な

が

昌ま
さ

（
五
万
石
）、
野
村

藩
主
織
田
長な

が

則の
り

（
一
万
石
）、
徳
野
藩
主
平
岡
頼よ

り

資す
け

（
一

万
石
）
で
あ
る
。
慶
長
十
六
（
一
六
一
一
）
年
当
時
、

河
渡
・
美
江
寺
は
加
納
藩
領
、
呂
久
が
揖
斐
藩
領
で
あ
っ

た
の
で
、
船
橋
の
架
設
は
、
架
設
地
の
領
主
が
務
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
呂
久

は
西
尾
光
教
だ
け
で
な
く
徳
永
寿
昌
ら
三
名
も
架
設
担

当
と
な
っ
て
い
る
。
西
尾
ら
四
者
の
石
高
を
合
せ
る
と

十
万
石
と
な
る
。
西
尾
の
石
高
は
奥
平
の
三
分
の
一
で

あ
り
、
そ
の
不
足
分
を
補
う
た
め
徳
永
ら
も
合
せ
て
架

設
担
当
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
船
橋
架
設

を
務
め
る
上
で
基
準
と
な
る
石
高
は
十
万
石
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

三
．
船
橋
の
資
材
調
達
と
架
設
の

　
　
流
れ

本
史
料
の
中
に
は
、
鈴
木
重
春
・
石
原
一
重
か
ら
美

江
寺
の
船
橋
架
設
担
当
の
加
納
藩
士
に
宛
て
た
二
月
七

日
付
書
状
が
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

右
是
ハ
今
度
　
上

（
徳
川
家
康
）

様
濃
州
通
就
御
上
洛
、
美
江
寺
は

し
か
け
可
申
旨
被
　
仰
出
由
、
駿
府
御
年
寄
衆
ゟ
申

来
候
条
、
如
先
規
わ
り
を
仕
、
来
十
六
日
於
美
江
寺

ニ
松（

奥

平

忠

政

）

平
摂
津
守
殿
衆
へ
御
渡
候
へ
と
、
右
之
衆
へ
申
触

候
間
、
彼
地
ニ
を
ひ
て
御
請
取
、
上
様
御
上
洛
之
定

日
御
聞
合
、
御
か
け
可
有
候
、
右
わ
り
之
内
若
遅
参

之
衆
候
ハ
ヽ
、
早
々
被
出
候
へ
と
さ
い
そ
く
御
つ
け
御
請

取
可
被
成
候
、
以
上
、

こ
の
書
状
の
前
に
は
、
船
橋
資
材
の
領
主
ご
と
の
割

当
が
記
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
・
石
原
は
、
美
濃
国
奉
行
大
久
保
長
安
の
配
下

で
あ
る
。
鈴
木
・
石
原
は
、
こ
の
書
状
と
同
日
付
で
美

濃
国
内
の
領
主
・
代
官
に
資
材
の
割
当
と
提
出
先
（
場

所
・
担
当
者
）、
提
出
日
を
通
知
し
て
お
り
、
こ
こ
に

掲
げ
る
書
状
の
前
半
部
は
、
そ
う
し
た
領
主
・
代
官
へ

の
通
知
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
状
に
よ
る
と
、
駿
府
年
寄
衆
（
家
康
の
駿
府

に
お
け
る
年
寄
衆
）
か
ら
大
久
保
に
対
し
、
家
康
が
美

濃
を
通
過
し
て
上
洛
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
家
康
が
船

橋
を
架
設
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
（
注

一
）
。

そ
こ
で
、
大
久
保
配
下
の
鈴
木
・
石
原
は
、
先
例
に

従
い
、
領
主
ら
に
資
材
の
割
当
を
行
い
、
二
月
十
六
日

に
美
江
寺
で
船
橋
架
設
担
当
の
加
納
藩
士
に
資
材
を
渡

す
よ
う
通
知
し
た
。
鈴
木
・
石
原
は
、
上
記
の
経
緯
を

加
納
藩
士
に
伝
え
る
と
共
に
、
資
材
の
受
取
り
と
提
出

遅
れ
が
あ
っ
た
場
合
は
督
促
を
、
そ
し
て
家
康
上
洛
の

日
程
を
確
認
の
上
、
船
橋
架
設
を
命
じ
て
い
る
。
鈴
木
・

石
原
は
、
河
渡
、
呂
久
に
つ
い
て
も
二
月
七
日
付
で
資

材
の
割
当
を
行
い
（
提
出
日
二
月
十
六
日
）、
船
橋
架

設
担
当
に
同
様
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
船
橋
架
設
と
資
材
提
出
の
指
示
の

流
れ
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

徳
川
家
康

　
↓

駿
府
年
寄
衆

　
↓

美
濃
国
奉
行
大
久
保
長
安

　
↓

大
久
保
配
下
鈴
木
重
春
・
石
原
一
重

　
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

船
橋
架
設
担
当
領
主
　
　
美
濃
国
内
領
主
・
代
官

ま
た
船
橋
の
架
設
は
、
家
康
上
洛
の
日
程
確
認
や
資

材
の
確
実
な
受
取
り
を
含
め
、
担
当
領
主
が
責
任
を

持
っ
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
加
え
て
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
資
材
割
当
は
二
月
七
日
付
で
領
主
・
代
官

に
通
知
さ
れ
、
提
出
日
は
同
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
連

絡
に
関
す
る
日
数
を
考
え
る
と
、
領
主
・
代
官
は
迅
速

に
対
応
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
家
康
が
美
江

寺
他
美
濃
国
内
の
船
橋
を
通
過
し
た
の
は
、
そ
の
上
洛

日
程
か
ら
三
月
十
四
日
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
一
か
月

程
度
の
短
期
間
で
資
材
の
準
備
と
船
橋
の
架
設
が
行
わ

れ
た
。四

．
架
設
地
ご
と
の
船
橋
資
材
と

　
　
領
主
・
代
官

表
１
は
、
船
橋
架
設
地
ご
と
の
資
材
を
負
担
し
た
領

主
・
代
官
の
人
数
、
総
石
高
、
資
材
の
量
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。

表
か
ら
、
資
材
を
負
担
す
る
領
主
・
代
官
の
規
模
や

集
め
ら
れ
た
資
材
か
ら
、
呂
久
に
架
設
さ
れ
た
船
橋
の

規
模
が
最
も
大
き
く
、
河
渡
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
美
江
寺

が
最
も
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
注
二
）
。
こ
れ

は
、
呂
久
は
揖
斐
川
、
河
渡
は
長
良
川
と
二
大
河
川
に

架
設
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

資
材
を
負
担
し
た
領
主
・
代
官
に
は
地
域
的
な
ま
と

ま
り
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
河
渡
は
郡
上
藩
主
遠
藤

慶よ
し

隆た
か

ら
主
に
東
濃
・
中
濃
の
領
主
二
十
九
名
、
呂
久
は

大
垣
藩
主
石
川
忠
総
ら
主
に
西
濃
の
領
主
・
代
官
三
十

九
名
、
美
江
寺
は
旗
本
徳
山
重
政
ら
中
濃
・
西
濃
の
領

主
・
代
官
十
八
名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
美
江
寺
の
船

橋
資
材
を
負
担
し
た
領
主
に
は
、
河
渡
・
呂
久
と
異
な

り
、
一
万
石
以
上
の
領
主
は
い
な
い
。
最
高
は
旗
本
徳

山
重
政
の
三
千
石
で
、
他
は
五
～
二
百
石
の
小
規
模
な

領
主
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
当
時
美
濃
に
は
豊
臣
家
臣
の
領
地
が

あ
っ
た
。
船
橋
の
資
材
は
、
そ
う
し
た
豊
臣
家
臣
も
負

担
し
て
い
る
。
特
に
美
江
寺
の
船
橋
資
材
を
負
担
し
た

領
主
・
代
官
十
八
人
の
内
九
名
は
豊
臣
家
臣
で
あ
る
。

徳
川
家
臣
、
豊
臣
家
臣
の
区
別
な
く
、
美
濃
国
内
の
領

主
・
代
官
を
あ
げ
て
徳
川
家
康
の
た
め
の
船
橋
資
材
は

調
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
．
船
は
ど
こ
か
ら
来
た
か

先
に
見
た
美
濃
国
内
の
領
主
・
代
官
に
課
さ
れ
た
資

材
の
中
に
船
は
な
い
。
船
は
別
途
、
領
主
・
代
官
か
ら

調
達
さ
れ
た
。
表
２
は
、
船
の
国
別
の
徴
発
数
で
あ
る
。

表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
船
の
大
部
分
、
特
に
海
船

は
美
濃
国
外
（
尾
張
・
伊
勢
）
か
ら
来
て
お
り
、
そ
の

中
で
も
尾
張
の
割
合
が
高
い
。
尾
張
か
ら
来
る
船
に
つ

い
て
は
、
鈴
木
重
春
・
石
原
一
重
か
ら
尾
張
藩
に
対
し
、

提
出
の
指
示
が
二
月
七
日
付
で
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

指
示
で
は
、
船
の
数
だ
け
で
な
く
、
船
を
出
す
村
や
人

表１　船橋架設地ごとの資材負担領主・代官と資材量

河　渡 美江寺 呂　久

領主・代官

郡上藩主遠藤慶隆ら

主に東濃・中濃の領

主29名

旗本徳山五兵衛ら中

濃・西濃の領主・代

官18名

大垣藩主石川忠総ら

主に西濃の領主・代

官39名

総石高 191,630石 15,740石 245,540石

白口藤 350駄 20駄 120駄

ねた木 536本 104本 750本

竹 315束 71束 595束

ねこだ 275間 44間 342間

縄 288束 40束 838束
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尾
ら
と
異
な
り
、
奥
平
が
単
独
で
二
ヶ
所
の
船
橋
架
設

を
行
う
た
め
資
材
負
担
を
免
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

一
方
、
船
橋
架
設
の
た
め
奥
平
は
独
自
に
資
材
を
調
達

し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
奥
平
の
石

高
半
分
、
五
万
石
ず
つ
を
河
渡
・
美
江
寺
の
資
材
負
担

領
主
・
代
官
の
総
石
高
に
足
す
と
、
河
渡
の
総
石
高
は
、

呂
久
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
り
、
河
渡
・
呂

久
に
お
け
る
資
材
の
量
も
同
規
模
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

物
も
指
定
さ
れ
て
い
た
。

表
３
は
、
船
が
尾
張
国
内
の
ど
の
村
か
ら
来
た
か
を

示
し
て
い
る
。

河
渡
、
呂
久
い
ず
れ
も
、
知
多
半
島
の
村
々
か
ら
大

半
の
船
が
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
美
江
寺

の
船
橋
用
の
船
が
美
濃
国
内
外
の
領
主
・
代
官
か
ら
徴

発
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
れ
は
、
史
料
の
残
存
の
問

題
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
船
橋
の
規

模
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
美
江
寺
周
辺
の
船
で
十
分
で

あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

伊
勢
に
つ
い
て
は
、
尾
張
の
よ
う
な
具
体
的
な
村
名

を
記
し
た
史
料
は
な
い
。
だ
が
、
船
を
負
担
し
て
い
る

の
が
伊
勢
長
島
藩
主
菅
沼
定
芳
と
四
日
市
代
官
水
谷
光

勝
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
、
管
轄
地
か
ら
船

が
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

船
の
提
出
指
示
の
あ
っ
た
一
か
月
後
の
三
月
七
日
、

追
加
の
船
の
徴
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。

次
に
掲
げ
る
の
は
、
同
日
付
で
鈴
木
・
石
原
か
ら
美

濃
国
内
の
領
主
・
代
官
九
名
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
書
状
の
前
に
は
、
領
主
・
代
官
ご
と
の
船

の
種
類
・
数
、
船
を
徴
発
す
る
村
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

右
是
ハ
今
度
　
上

（
徳
川
家
康
）

様
濃
州
通
就
御
上
洛
呂
久
舟
橋

か
け
可
申
旨
、
駿
府
御
年
寄
衆
ゟ
申
来
、
如
先
規
わ

り
候
て
先
段
申
触
候
へ
共
、
此
中
之
雨
に
て
水
増
候
へ

ハ
、
大
事
之
儀
候
間
、
重
而
右
之
分
わ
り
遣
之
候
条
、

於
呂
久
来
九
日
ニ
徳
永
法

（

寿

昌

）
印

・
西
尾
豊

（

光

教

）
後
殿

・
織
田

孫
（

長

則

）
市
殿

・
平
岡
牛（

頼

資

）

右
衛
門
殿
衆
へ
可
有
御
渡
候
、
以

上
、
（
傍
線
引
用
者
）

こ
れ
か
ら
、
二
月
七

日
の
資
材
の
割
当
後
、

美
濃
で
は
雨
が
降
っ
た

こ
と
、
そ
の
た
め
川
の

増
水
に
備
え
て
、
三
月

九
日
に
船
を
呂
久
に
送

る
よ
う
、
鈴
木
・
石
原

が
領
主
・
代
官
に
指
示

し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
時
集
め
ら
れ

た
船
は
、
鵜
飼
船
五
十

三
艘
、
渡
し
船
三
艘
の
計
五
十
六
艘
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

鈴
木
・
石
原
は
河
渡
で
も
美
濃
国
内
の
領
主
・
代
官
に

対
し
て
、
川
の
増
水
に
備
え
渡
し
船
三
艘
を
三
月
九
日

に
同
地
へ
提
出
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

こ
の
時
集
め
ら
れ
た
船
は
、
増
水
し
て
船
橋
が
架
設

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
渡
船
用
に
準
備
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
家
康
の
美
濃
通
過
の
た
め
、
幕
府
は
万

全
を
期
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
徳
川
家
康
上
洛
の
た
め
美
濃
国
内

三
ヶ
所
（
河
渡
・
美
江
寺
・
呂
久
）
に
架
け
ら
れ
た
船

橋
は
、
慶
長
十
六
（
一
六
一
一
）
年
二
月
七
日
か
ら
家

康
が
船
橋
架
設
地
を
通
過
す
る
三
月
十
四
日
ま
で
の
約

一
か
月
間
に
急
ピ
ッ
チ
で
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
資
材

は
豊
臣
家
臣
も
含
め
た
美
濃
国
内
の
領
主
・
代
官
が
負

担
し
、
船
は
美
濃
だ
け
で
な
く
、
尾
張
・
伊
勢
か
ら
も

徴
発
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
大
規
模
な
事
業
が
短
期
間
で
成
し
遂
げ
ら

れ
た
背
景
に
は
、
二
月
七
日
付
の
鈴
木
重
春
・
石
原
一

重
の
書
状
に
「
如
先
規
」（
せ
ん
き
の
ご
と
く
）
と
あ
る

こ
と
や
、
船
の
徴
発
先
が
村
レ
ベ
ル
で
決
ま
っ
て
い
た

よ
う
に
、
こ
の
当
時
船
橋
架
設
の
た
め
の
体
制
が
整
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
注
一
）
大
久
保
長
安
へ
駿
府
年
寄
衆
か
ら
家
康
の

上
洛
と
船
橋
架
設
命
令
が
伝
達
さ
れ
た
こ
と
は
、
史
料

中
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
国
奉
行
の
職
務
に
、

駿
府
の
指
令
の
国
全
体
へ
の
触
れ
流
し
が
あ
る
。
ま
た

鈴
木
重
春
・
石
原
一
重
は
、
大
久
保
の
配
下
で
あ
り
、

駿
府
年
寄
衆
か
ら
の
家
康
上
洛
に
関
す
る
通
知
を
前
提

に
船
橋
資
材
の
割
当
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文

の
通
り
判
断
し
た
。

（
注
二
）
た
だ
し
、
河
渡
の
船
橋
が
呂
久
の
そ
れ
よ

り
も
小
規
模
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
微
妙
で
あ
る
。
呂

久
の
船
橋
架
設
担
当
の
西
尾
光
教
・
徳
永
寿
昌
・
織
田

長
則
・
平
岡
頼
資
は
、
船
橋
資
材
も
負
担
し
て
い
る
（
平

岡
は
河
渡
、
そ
の
他
は
呂
久
）
。
本
史
料
で
は
、
河
渡
・

美
江
寺
の
船
橋
架
設
担
当
の
奥
平
忠
政
が
、
船
橋
資
材

を
負
担
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
は
西
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表２　船の国別徴発数

国名 河　渡 呂　久

美濃 川船４艘 川船11艘

尾張 海船98艘、川船７艘 海船23艘、川船40艘

伊勢 ― 海船20艘、川船10艘

合計 109艘（海船98艘、川船11艘） 104艘（海船43艘、川船61艘）

※呂久へ尾張から実際に来た船は43艘（内訳不明）

表３　尾張国内村別船徴発数

河　渡

村　名 船の種類 船数

ふつと（布土） 渡海船 １

ふき（富貴） 渡海船 １

ならわ（名和） 渡海船 １

しのしま（篠島） 渡海船 ６

おのくら（小野浦） 渡海船 ２

すさ（須佐） 渡海船 ２

寺本 渡海船 ３

まはせ（馬走瀬） 渡海船 ９

たつみ 渡海船 ５

とこなへ（常滑） 渡海船 ３

たんしや（多屋） 渡海船 １

大野 渡海船 ９

日間賀 川船 ４

はつた 川船 ３

※村名は本史料ママ、（　）内は筆者の

比定、この他海船55艘の具体的な村名は

不明

呂　久

村　名 船の種類 船数

大野 渡海船 13

たんじう（多屋） 渡海船 2

とこなへ（常滑） 渡海船 3

こすかや（小鈴谷） 渡海船 1

一色 渡海船 4

かにゑ本町（蟹江本町） 川船 25

かにゑ新町（蟹江新町） 川船 1

今村 川船 14
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寺
川
の
橋 

（
中
津
川
市
馬
籠
）

表紙写真 『苗木城跡』

　　木曽川の右岸にそびえる高森山に築かれていた苗木城の跡。その最大の特徴は、巨岩を取り込んだ石垣で、自然の地形を有効に活か

　して築かれています。天守跡に設けられた展望台からは、息を飲むほどの絶景を見ることができます。

え
い

じ

し
ょ
う

　ま
ご
め
は
昔
、
中
山
道
と
い
っ
て
、
旅
人
が
た
く
さ
ん
通
り
ま
し
た
。

ま
ご
め
の
バ
ス
停
か
ら
坂
を
少
し
登
る
と
「
永
昌
寺
」
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
道
中
に
は
「
寺
川
」
と
い
う
川
が
あ
り
、
丸
木
橋
を
渡
ら
な
け

れ
ば
お
寺
に
着
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
雨
の
た
び
に
丸
木
橋

が
流
さ
れ
、
人
々
は
困
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　ま
ご
め
村
に
は
、
鬼
助
と
彦
七
と
い
う
力
の
強
い
男
が
お
り
、
力

じ
ま
ん
を
し
て
は
村
び
と
に
威
張
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
も
鬼
助

の
家
に
「
力
比
べ
を
し
よ
う
」
と
彦
七
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
し
ば

ら
く
考
え
込
ん
だ
鬼
助
は
、「
そ
う
だ
！
寺
川
に
石
の
橋
を
か
け
ま
い

か
」
と
言
い
、
二
人
は
さ
っ
そ
く
石
探
し
へ
。

　鬼
助
は
「
お
い
、
こ
の
大
き
な
石
を
し
ょ
え
」

と
彦
七
に
大
き
な
石
を
背
負
わ
せ
、
自
分
は

そ
れ
よ
り
小
さ
な
石
を
担
ぎ
ま
し
た
。

「
ど
ん
ね
、
え
ら
く
て
も
、
え
ら
い
の

『
え
』
と
言
っ
た
ら
負
け
だ
ぞ
」
と
鬼

助
は
言
い
、
彦
七
は
負
け
て
な
る
も

の
か
と
黙
っ
て
歩
き
始
め
ま
し
た
。

　は
じ
め
は
軽
そ
う
に
担
い
だ
彦
七

も
次
第
に
息
が
上
が
り
、
視
界
も
か

す
む
ほ
ど
に
。
坂
道
に
着
い
た
頃
に

は
、
玉
の
汗
が
ボ
タ
ボ
タ
落
ち
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
負
け
た
く

な
い
二
人
は
黙
っ
て
歩
き
、
夕
日
が
沈
み
か
け
た
頃
、
す
べ
て
の
石

を
運
び
終
え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
力
を
合
わ
せ
て
寺
川
に
石
を
渡

し
て
橋
を
作
り
ま
し
た
。

　そ
し
て
翌
朝
。
一
晩
の
う
ち
に
立
派
な
石
の
橋
が
で
き
、
村
び
と

は
び
っ
く
り
仰
天
。
月
日
が
経
っ
て
も
崩
れ
な
い
立
派
な
橋
に
、
村

び
と
は
鬼
助
と
彦
七
に
大
い
に
感
謝
し
た
そ
う
で
す
。
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船ちゃんのこぼれ話 第十五話
ふね

「船頭平閘門（木曽川文庫）の住所は？　その３」
　明治改修により、立田輪中の下にぽこっと付いた小

輪中（図１のピンク部）から、木曽川と長良川の間の

小島（図２のピンク部）のように変化した場所に、船

頭平閘門が造られたのですが、昭和に入ると更に変化

が生じました。

　まず、南側に締切堤防（図３－①）が昭和13年に完

成し、河川敷であった場所（図３の黄色斜線部）が埋

め立てられ、三重県側の長島と陸続きになりました。

これは、福原輪中の開発者の加藤家らより提出されて

いた開拓願が、自費による締切の工事を行う条件にて

許可されたものでした。

　次に、北側の福原が、木曽長良の背割堤に密着する

ような形（図３－②）になりました。これは、福原輪

中堤は明治改修で手が加えられておらず、昭和に入る

と洪水が度々発生し、その対策のためのものでした。

　これらにより、閘門の周辺は、ほぼ現在の地形とな

りました。（旧堤と呼ばれる図３の青線部も昭和までの

河川管理で必要な補強が行われています。）

　昭和も後半になると、閘門のすぐ北側に「立田小

橋」、続いて「立田大橋」「長良川大橋」「油島大橋」が

完成し、船が必需品であったこの地も、車で自由に移

動できる場所となりました。
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①

②
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図2　明治改修後
（下図：木曽川文庫所蔵
M35工事伺伝達書付図）

図1　明治改修前
（下図：木曽川文庫所蔵
図面 No.16）

図3　明治～昭和の変化
（下図：木曽川文庫所蔵図面 No.15）

図４　現在
（地理院タイルの標準地図を加工して作成）


